
第１回愛知県栄養塩管理検討会議次第 

 

 

日 時：令和４年１０月２４日（月)  

       午前１０時から正午        

場 所：愛知県水産会館５階 大会議室 

 

 

１ 開 会 

 

 

 

２ 議 題 

（１）愛知県栄養塩管理検討会議について 

（２）座長の選出について 

（３）伊勢湾・三河湾の栄養塩の現状とこれまでの取組等及び流域下水道におけ 

る栄養塩管理運転（社会実験）について 

（４）今後のスケジュールについて 

 

 

 

３ そ の 他 

 

 

 

４ 閉 会 

 

 

 

［配布資料］ 

   出席者名簿 

配席図 

資料１ 愛知県栄養塩管理検討会議について 

資料２ 伊勢湾・三河湾の栄養塩の現状とこれまでの取組等について 

資料３ 水質の保全と「豊かな海」の両立に向けた社会実験の検証について 

資料４ 今後のスケジュールについて 

参考資料１ 愛知県栄養塩管理検討会議設置要領 

参考資料２ 愛知県栄養塩管理検討会議の傍聴に関する事項 

別添１



愛知県栄養塩管理検討会議（第１回） 出席者名簿 

 

区 分 氏 名 職 名 出 欠 

委員 中田 喜三郎 名城大学大学院総合学術研究科特任教授 出 席 

委員 鈴木 輝明 名城大学大学院総合学術研究科特任教授 出 席 

委員 井上 隆信 豊橋技術科学大学大学院工学研究科教授 出 席 

委員 岡辺 拓巳 三重大学生物資源学部准教授 出 席 

委員 黒田 勝春 愛知県漁業協同組合連合会副会長理事 出 席 

委員 大橋 博信 愛知県環境局環境政策部水大気環境課長 出 席 

委員 岡本 俊治 愛知県農業水産局水産課長 出 席 

委員 蒲原 聡 愛知県水産試験場長 出 席 

委員 榎本 訓康 愛知県建設局下水道課長 出 席 

委員 名倉 健一 愛知県豊橋市環境部環境保全課長 
出 席 

（オンライン） 

委員 杉山 直樹 愛知県西尾市産業部農水振興課長 出 席 

委員 山田 正勝 愛知県田原市産業振興部農政課長 出 席 

委員 奥川 広康 愛知県南知多町建設経済部産業振興課長 出 席 

特別委員 速水 香奈 環境省水・大気環境局水環境課閉鎖性海域対策室室長補佐 
出 席 

（オンライン） 

特別委員 鈴木 兵衛 水産庁増殖推進部漁場資源課課長補佐 出 席 

特別委員 
大原 和明 

(代理：村林 信鷹) 

国土交通省中部地方整備局建政部都市整備課課長補佐 

(国土交通省中部地方整備局建政部都市整備課下水道係長) 

代理出席 

（オンライン） 



愛知県栄養塩管理検討会議について 

 ①経緯 

第 10 次総量削減計画の策定を見据え、漁業関係者・環境関係者・その他の関 

係者を含めた協議の場を設置し、県として望ましい栄養塩管理のあり方を検討し 

ていくこととなった。 

 

②目的 

2022 年度から２年間の下水道処理施設の栄養塩管理運転（社会実験）の結果を 

  検証し、その結果を踏まえた今後の方向性を検討するとともに、海域ごとの漁業 

  生産に必要な栄養塩濃度の提案や管理方策など、漁業生産に必要な望ましい栄養 

塩管理のあり方を検討する。 

 

 ③構成員 

   委員（学識経験者・漁業者・県・市町）並びに特別委員（国関係機関）をもっ 

  て構成する。 

   ※特別委員は、検討項目に関する助言又は協力を行うものとする。 

 

 ④検討事項 

  ＜社会実験＞ 

・2022 年度から２年間の下水道処理施設の栄養塩管理運転（社会実験）の結果

を検証するための検証方法、評価の基準の検討 

・社会実験のノリ・アサリへの効果、水質への影響の有無の検証 

・社会実験の結果を踏まえた今後の方向性の検討 

 

  ＜栄養塩管理のあり方＞ 

・海域ごとの漁業生産に必要な栄養塩濃度の提案や管理方策など、漁業生産に

必要な望ましい栄養塩管理のあり方の検討 

資料１ 

















今後のスケジュールについて 

  

＜今後の検討会開催予定時期及び検討議題について＞ 

  ○ 2023 年６月(予定)：2022 年度分の社会実験の効果の検証 

              →愛知県環境審議会水質・地盤環境部会へ報告 

  ○ 2024 年２月(予定)：漁業生産に必要な栄養塩濃度の検討（予定） 

  ○ 2024 年６月(予定)：2023 年度分の社会実験の効果の検証 

              →愛知県環境審議会水質・地盤環境部会へ報告 

  ○ 2025 年２月(予定)：漁業生産に必要な栄養塩濃度の検討（予定） 

 

   ※2024 年度は 2017 年から実施した栄養塩管理運転及び今回の社会実験の効果 

を総括し、栄養塩増加運転の今後の方向性について速やかに意見をとりまと 

める。 

※第 10 次総量削減計画の策定を見据え、海域ごとの漁業生産に必要な栄養塩 

濃度の提案や管理方策など、漁業生産に必要な望ましい栄養塩管理のあり方 

を検討していく。 

 

資料４ 



愛知県栄養塩管理検討会議設置要領 

 

（目的） 

第１条 2022 年度から２年間実施される水質保全と「豊かな海」の両立に向けた 

社会実験（以下「社会実験」）の結果を検証するとともに、漁業生産に必要な栄養 

塩管理のあり方を検討するため、愛知県栄養塩管理検討会議(以下「検討会議」) 

を設置する。 

（所掌事項） 

第２条 検討会議は、次の事項について協議する。 

 （１）社会実験の結果の検証に関すること。 

（２）伊勢湾・三河湾の栄養塩管理のあり方に関すること。 

 （３）その他栄養塩管理に関すること。 

（組織） 

第３条 検討会議は別表に掲げる委員並びに特別委員をもって構成する。学識経 

 験者を除く委員並びに特別委員については当該機関等から選出された者とする。 

２ 特別委員は、検討会議において検討項目に関する助言又は協力を行うものとす 

る。 

（任期） 

第４条 別表に掲げる学識経験者の任期は、１年とする。ただし、委員が欠けた場

合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。 

２ 前項の委員は、再任されることができる。 

（座長） 

第５条 検討会議に座長を置き、委員の互選により選出する。 

２ 座長に事故があるときは、あらかじめ座長が指名した者がその職務を代理する。 

（検討会議） 

第６条 検討会議は、農業水産局長の招集により開催することとする。 

２ 検討会議の議長は、座長が務めるものとする。 

３ 学識経験者の委員については、検討会議への代理出席はできない。 

４ 座長が必要と認めた場合、委員以外の者の出席を求め、意見を聴くことができ 

る。 

（会議の公開） 

第７条 検討会議は公開とする。ただし、検討会議において次の各号のいずれかに 

 該当する事由により公開しない旨を決議したときは、この限りでない。 

 （１）愛知県情報公開条例（平成１２年愛知県条例第１９号）第７条に規定する 

   不開示情報が含まれる事項に関して検討を行う場合 

 （２）会議を公開することにより、当該会議の適正な運営に著しい支障が生じる 

   と認められる場合 

（会議録） 

第８条 検討会議の議事については、会議の概要を記載した会議録を作成し、座長 

 が指名した２名の委員が署名し、５年間保存するものとする。 

参考資料１ 



２ 前項の規定により作成された会議録は、第７条の規定により非公開とした事項 

 に該当するものを除き、公表するものとする。 

（会議の特例） 

第９条 座長が緊急の必要があると認めた場合、その他やむを得ない理由がある場 

合には、構成員に議事の概要を記載した書面を送付し、その意見を徴し又は賛否 

を問うことにより検討会議の開催に代えることができる。 

（庶務） 

第10条 検討会議の庶務は、愛知県農業水産局水産課において処理する。 

（雑則） 

第11条 この要領に定めるもののほか、検討会議の運営に関して必要な事項は検討 

会議で定める。 

 

  附 則 

 この要領は、令和４年９月３０日から施行する。 

 

  



別表 

 

 

区 分 構成員 備 考 

学 識 経 験 者 

  

  

  

  

関 係 団 体 愛知県漁業協同組合連合会 漁業関係者 

行 

 

 

政 

県 

関 

係 

環 境 局 水大気環境課  

農業水産局 
水産課  

水産試験場  

建 設 局 下水道課  

市 町 村 

豊橋市  

西尾市  

田原市  

南知多町  

 

特別委員 

行 

 

政 

国関係機関 

環境省  

水産庁  

中部地方整備局  



愛知県栄養塩管理検討会議の傍聴に関する事項 
 

（目的） 

第１条 愛知県栄養塩管理検討会議の傍聴に関する事項について、愛知県栄養塩管

理検討会議設置要領第１１条に基づき、次のとおり定める。 

（傍聴者の定員） 

第２条 会議における傍聴者の定員は、１０人とする。 

（傍聴の申込み及び傍聴者の決定方法） 

第３条 傍聴を希望する者は、会議傍聴申込書により、事前に申し込むものとする。 

 なお、傍聴を希望する者が定員を超えた場合は、抽選により傍聴者を決定し、傍

聴証を交付する。 

（会議場に入ることができない者） 

第４条 凶器やその他危険物、ポスター、ビラ、拡声器の類を持っている者のほか、 

 議事を妨害し、又は他人に迷惑を及ぼす恐れがあると明らかに認められる者は会 

 議場に入ることができない。 

（傍聴者の守るべき事項） 

第５条 傍聴者は、傍聴席においては次の事項を守らなければならない。 

 （１）会議開催中は、静粛に傍聴することとし、拍手その他の方法により公然と 

   可否を表明しないこと。 

 （２）私語、騒ぎ立てること、みだりに席を離れること又は他人の迷惑となる行 

   為をしないこと。その他会議場の秩序を乱し、又は会議の妨害となる行為を 

   しないこと。 

 （３）携帯電話等の無線機器の電源を切ること。 

 （４）飲食又は喫煙をしないこと。 

 （５）写真、ビデオ等の撮影又は録音をしてはならない。ただし、議長が許可し 

   た場合は、この限りでない。 

（議長の指示） 

第６条 議長は、この事項に定めるもののほか、会場の秩序を維持するため必要な 

 指示を行うことができるものとし、傍聴者がこの事項又は議長の指示に従わない 

 ときは、当該傍聴者の退場を命ずることができるものとする。 

 

  附 則 

 この要領は、令和４年１０月１７日から施行する。 

参考資料２ 


